
 

デジタル版福島県環境教育副読本作成業務委託仕様書（案） 

 

１ 目的 

福島県では県内の環境に関する課題や県の取組等をまとめた小学生向けの環境教育副読

本（以下「副読本」という）を作成し、授業や環境創造センター交流棟コミュタン福島（以

下「コミュタン福島」という）見学時等での活用を通じて、環境保全に主体的に行動でき

る人材の育成等を行っている。 

本業務委託は、Web 上で閲覧できる電子媒体の本（以下「電子ブック」という）の形式

で副読本を作成することにより、教育現場における ICT化、DX化の進展に対応するととも

に、動画等のコンテンツを新たに盛り込み副読本の機能強化を行い、学校等における環境

教育を一層推進することを目的とする。 

 

２ 契約期間 

契約締結の日から令和７年３月２４日までとする。  

 

３ 委託業務の内容 

 受注者は発注者が提供した原稿（文章、写真、動画、発注者が支給するイラストを指す。）

を基に電子ブック形式の副読本を作成すること。なお、副読本の仕様及び受注者が発注者

に対して提案する事項は下記のとおりとする。 

 

（１）副読本の仕様 

  〇 表紙、背表紙を含め全４５ページ程度とする。なお、内訳（想定）は下記のとおり。 

   ・ 表紙、目次、背表紙      ３ページ 

   ・ 地球温暖化対策        ８ページ 

   ・ ごみとリサイクル       ８ページ 

   ・ 自然環境           ５ページ 

   ・ 水・大気環境         ５ページ 

   ・ 原発事故以降の取組（除染等） ８ページ 

   ・ コミュタン福島の展示等    ４ページ 

   ・ その他（SDGｓ等）       ４ページ 

  〇 電子ブックは、教員、児童等が容易に操作できるものであること。 

  〇 電子ブックは、動画を埋め込める形式とし、電子ブック上で動画の再生ができるも

のとすること。 

〇 電子ブックは、Web ページのリンクを埋め込める形式とし、Web ページへシームレ

スにアクセスできるものとすること。 

  〇 アプリを活用する等により、オフラインであっても副読本を閲覧できるものである

こと。 

  〇 児童等の理解を促進するためのイラストを描き起こすこと。なお、県マスコットキ

ャラクター等の一部のイラストについては、発注者から支給する。（参考：令和６年度

版副読本 イラスト１０５点（発注者が支給したイラストを除く）） 

  〇 校正は３回以上行うこと。 

  〇 電子ブックのデータはサーバーにアップロードするだけで、ホームページに掲載で



きる状態で納品すること。 

  〇 電子ブックはサーバーにアップロード後、サーバーの維持管理以外の費用が発生し

ないものとすること。 

 

（２）企画提案内容 

  〇 副読本のレイアウトやデザインについて、児童が親しみを感じ、学習意欲がわくも

のを提案すること。 

  〇 授業における学習効果を高めるしかけを提案すること。 

  〇 コミュタン福島の展示を見学する際の学習効果を高めるしかけを提案すること。 

 

４ 提出書類等 

（１）受注者は、契約締結後速やかに、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。 

ア 業務着手届（様式１） ※責任者・担当者一覧を添付すること。 

イ その他、発注者が業務に必要と認める書類 

（２）受注者は、業務が完了した時、遅滞なく業務完了届（様式２）、成果品及び業務完了報

告書（任意様式）を提出するものとする。なお、成果品は電子ブックデータ及び pdfフ

ァイルの形式により、CD-R等のメディアにて納品すること。 

（３）提出先 

福島県生活環境部生活環境総務課 

 

５ その他 

（１）受注者は業務の実施に当たり知り得た内容を第三者に漏らしてはならない。 

（２）業務の実施に当たっては、業務の内容及び範囲について、福島県と綿密な打ち合わせ

を行い、その決定に従うこと。 

（３）受注者は、受託業務に関する事項について、発注者から報告を求められた場合には速

やかに応じること。また、改善が必要な事項については、直ちにこれに応じ、その結果

を報告すること。 

（４）本仕様書に明示無き事項又は業務に疑義が生じた場合は、発注者及び受注者双方の協

議により業務を進めるものとする。ただし、明示のない事項にあっても、社会通念上当

然必要と思われるものについては本業務に含まれるものとする。 

（５）本業務において制作されたコンテンツ（作成したイラストデータ、電子ブック等）は、

県が作成・運営するウェブサイト、紙媒体等において無償で二次使用が可能とすること。 

（６）本業務の成果品及び著作権については、すべて発注者に帰属するものとし、受注者は

発注者の許可なく他に公表、貸与、使用してはならない。また、受注者は本成果品等に

ついて、発注者及び発注者が指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。 

 

 


